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　また、宣言登録後の取組を実践する方々を認定
し、その取組の継続的実践を促しています。
　なお、ISO141001、エコアクション 21、みち
のく EMSの認証取得事業者及びわが社の e行動
（eco�do!）宣言認定を受けた事業者は、環境配慮
事業者の登録を受けた場合、県の物品及び役務の
調達において当該者を優先的に取り扱うことで、
環境保全活動の促進を支援しています。�

⑴　�環境配慮行動に向けたインセンティブ
の向上� 環境政策課

○　みやぎ e行動宣言登録事業
　みやぎ e 行動（eco�do!）宣言とは、県民や事
業者が環境にやさしい暮らし方や事業活動に取り
組むことを県に宣言し、県がその内容を登録する
ことで、環境配慮行動の実践を促す制度です。県
で設定している環境配慮行動の項目の中から、既
に実践しているもの、またはこれから取り組もう
と思うものを選択し、宣言する形式で、県民向け
の「わたしの e行動宣言」と事業者向けの「わが
社の e行動宣言」があります。

第5章　全てに共通する施策
第1節　全ての主体における環境配慮行動の促進・支援

e行動宣言認定者には、県から「認定書」が届きます!
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⑵　グリーン購入の促進
○　グリーン購入促進事業　� 環境政策課
　グリーン購入とは、購入の必要性を十分に考慮
するとともに、品質や価格だけでなく環境に配慮
された製品やサービスを、環境負荷の低減に努め
る事業者から優先して購入する取組です。
　県は、平成 18 年 4 月に、環境負荷の少ない持
続的発展が可能な地域社会の構築に寄与すること
を目的として、グリーン購入の取組における県・
県民・事業者等それぞれの役割を明記したグリー
ン購入促進条例を制定しました。
　これまで、企業や団体に対する出前講座を実施
するとともに、環境に配慮した製品を「宮城県グ
リーン製品」として認定し、その普及啓発に努め
るほか、グリーン購入を促進するための活動を行
う民間団体「みやぎグリーン購入ネットワーク」
（以下、「みやぎ GPN」という。）への支援を通じ
て、県内のグリーン購入の普及に取り組んできま
した。
　令和 3年度は、みやぎ GPNと共同でセミナー
を開催しました。
○　県の行うグリーン購入� 環境政策課
　県は、グリーン購入促進条例に基づき、グリー
ン購入の推進に関する基本方針及び計画を定め、
県の事務事業において重点的に調達を推進すべき
環境配慮物品等について積極的に調達を行ってい
るほか、グリーン購入の促進に資すると認められ
る環境物品等を「宮城県グリーン製品」として認
定し、県発注の公共事業において利用するなど、
普及拡大に努めています。
　令和 3年度は、22 分類、280 品目の物品等につ
いてグリーン購入に取り組み、県全体のグリーン
購入率は 99.1% でした。
○　業務委託等における環境配慮の推進
� 環境政策課
　県では、各種調査、施設管理及び印刷等の業務
を委託する際に、環境配慮事項を仕様書に記載す
る等の方法により、事業者に環境配慮の実施を要
請する取組を実施しています。令和3年度は、1,472
件のうち、1,320 件（89.7%）について要請を行い
ました。
�
⑶　県自らの環境配慮行動の推進
○　県の役割� 環境政策課
　県は、事業者・消費者の立場から、自らの事務
事業の中で消費するエネルギーの抑制や、廃棄物
の３R、グリーン購入等の環境配慮行動を推進す
るために、平成 10 年 2 月に「宮城県環境保全率
先実行計画」を策定しました。
　令和 3年３月には第 6期計画を策定し、更なる

地球温暖化対策と省エネルギー対策に取り組むこ
ととしています。
〇　計画の目標達成状況
　県は、平成 13 年から平成 20 年までの間に取得
していた ISO14001 による環境管理の経験を踏ま
え、平成 21 年から独自の「宮城県環境マネジメ
ントシステム」を確立し、計画の進行管理を行っ
ています。
　令和 3年度は、第 6期計画に基づき環境配慮行
動の推進に取り組み、「廃棄物の発生量」、「庁舎
での水使用量」の 2項目において、目標を達成し
ました。
　一方、新型コロナウイルス感染症対策のため業
務が増加したことなどにより、「庁舎内での電気
使用量」や「庁舎内での燃料使用量」などの 6項
目で目標未達成となりましたが、そのうち「温室
効果ガスの排出量」や「用紙類の購入量」につい
ては、前年度よりも数値が改善しました。
　今後は、策定予定の「みやぎゼロカーボンチャ
レンジ 2050 戦略」に基づき、県有施設のゼロエ
ネルギー化の推進や再生可能エネルギーの最大限
の活用のほか、ペーパーレス化などの環境配慮行
動の推進に取り組んでいきます。
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　また、ISO14001 の認証取得等に必要となる経
費を融資対象とした「環境安全管理対策資金」の
ほか、「再生可能エネルギー推進支援資金」により、
再生可能エネルギー発電事業を行う県内中小企業
者の資金調達を支援しています。

・�多様な主体の連携・協働の下、環境のもたら
す恵みを将来世代へ引き継いでいくこと。

④　基本的な方向性
・人材の育成・活用
・環境教育施設等の充実
・各主体・場の取組の推進
・民間団体等との協働促進
・関心から行動へと「つなぐ」ための取組推進
・国際的視野での取組促進や多様な課題への対応
・環境教育プログラム整備・体系化の推進
⑤　取組状況
　「中核人材の発掘と育成」や「人材を活用した
環境教育の推進」などの推進施策に基づき、事業
を実施しています。
　地域や学校では、環境教育リーダー制度を活用
した学習会や出前講座等が開催されるなど、環境
教育・環境学習の着実な推進が図られています。
また、地球温暖化や 3R、自然環境等をテーマと

○　環境配慮型経営を行う中小企業者への支援
� 商工金融課
　「宮城県中小企業融資制度」では、環境配慮型
経営に係る第三者認証等を取得している中小企業
者に対して融資利率を 0.1% 引き下げています。

⑴　宮城県環境教育基本方針
� 環境政策課
　県では、平成 29 年 3 月に策定した「宮城県環
境教育基本方針」に掲げる基本理念や推進施策に
基づき、環境教育・環境学習の推進に取り組んで
います。
①　計画期間
　平成 29 年度から 10 年間
②　目指す将来像
・�持続可能な社会の実現に向けてすべての主体
が行動する地域社会

③　基本理念
・�環境問題を自らの問題として捉え、人間と環
境との関わりを学ぶこと。

・�環境がもたらす恵みといのちを大切に思う心
を育むこと。

・�自発的な環境保全活動を通じ、地域環境ひい
ては地球環境をより良いものにしていくこと。

˝ද2������　ٶ県ڥอશઌ実ܭߦըのඪୡঢ়گ

項目
第6期計画目標

基準年度値
（令和元年度）

数値目標
（対基準年度）

令和7年度�
目標値

令和３年度
目標値

（基準年度比増減）

令和３年度
実績値

（基準年度比増減）

参考�
前年度�
実績項目 単位 目標達成�

状況
前年度比�
増減

温室効果�
ガス 1 温室効果ガスの排出量�

（二酸化炭素換算量） トン 69,270 8.2%削減 63,590 67,377 68,019 △ ▲4.0% 70,846（▲2.7%） （▲1.8%）

省エネ

2 庁舎内での電気使用量 千kWh 74,188 6%削減 69,737 72,704 78,148 × 2.5% 76,212（▲2.0%） （5.3%）

3 庁舎内での燃料使用量�
（熱量換算） GJ 196,161 6%削減 184,391 192,238 225,745 × 0.8% 224,035

（▲2.0%） （15.1%）

4 公用車の燃料使用量（熱量
換算）（緊急車両を除く。） GJ 26,283 5%削減 24,969 25,845 27,281 × 12.4% 24,266

（▲1.7%） （3.8%）

用紙 5 用紙類（コピー用紙及び印
刷用紙）の購入量 百万枚 217.9 5%削減 207.0 214.3 217.0 △ ▲1.3% 219.9

（▲1.7%）（▲0.4%）

廃棄物
6 廃棄物の発生量 トン 3,296 5%削減 3,131 3,241 3,045 〇 ▲2.2% 3,114

（▲1.7%）（▲7.6%）

7 廃棄物の再資源化率 ％ 36.4 廃棄物発生量�
の40％以上 40.0 37.6 37.2 × ▲0.8ポイント 38.0

（1.2ポイント）（0.8ポイント）

水 8 庁舎での水使用量 千m3 727 5%削減 691 715 687 〇 2.8% 668
（▲1.7%）（▲5.5%）

第2節　環境経営等の促進・支援

第3節　環境教育、情報の集約・発信、普及啓発

ɿ˓ඪୡɺ� ɿ̊ඪະୡ͕ͩվળɺ� ɿ̫ඪະୡ͔ͭѱԽ
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○　環境教育関連指定校� 義務教育課
　小学校・特別支援学校の中から、学校環境の緑
化を通じて環境教育を推進している学校を推薦し
ています。

ྩ�実ߍࢪ
wେ࡚ݹཱࢢ第ࡾখֶߍ
wদౡொཱদౡ第Ұখֶߍ
wઋཱࢢେখֶߍ

○　児童・生徒のための環境教育推進事業
� 環境政策課
　環境にやさしい人づくりを進めることを目的と
して、県内の小学校で「こども環境教育出前講座」
を展開しました。令和 3年度は、53 校で実施し、
児童数延べ 2,620 人に対し、地球温暖化や自分た
ちにできる環境配慮行動について学ぶ機会を提供
しました。

した各種イベントのほか、ホームページや動画等
の活用により、様々な場面で環境配慮行動を促進
するための普及啓発が図られています。
　引き続き、環境教育・環境学習に関する情報を
より分かりやすく様々な世代に届けられるよう、
関係団体等と連携を図りながらニーズの把握や手
法の見直し等を行い、更なる効果的な情報発信に
取り組んでいきます。

⑵　学校・社会における環境教育
○　児童生徒の環境に対する意識啓発
� 義務教育課
　学校教育においては、各教科、特別活動、総合
的な学習の時間等、教育活動の全体を通して環境
教育に関する学習活動が展開されています。
　令和 3年度も自然体験等を通して学習活動の充
実が図られるよう啓発しました。

○　環境教育支援事業　
①　全日本学校関係緑化コンクール
� 義務教育課
●学校林等活動の部
　小・中・高等学校、義務教育学校及び特別支援
学校の中から、学校林を活用し、環境教育や緑化
活動に顕著な教育活動を行った学校を推薦してい
ます。
●学校環境緑化の部
　小・中・高等学校、義務教育学校及び特別支援
学校の中から、児童生徒に対する計画的、組織的
な環境緑化教育を推進している学校を推薦してい
ます。

②　愛鳥週間野生生物保護功労者表彰
� 自然保護課・義務教育課
　日本鳥類保護連盟に対し、多年にわたり野生生
物保護に関する優れた功績を積み重ねている学校
を功労者表彰候補者として推薦しています。
③　愛鳥モデル推進校　� 自然保護課・義務教育課
　県内の小・中学校の児童生徒を対象に、探鳥会
などの各種活動を通して野生生物保護思想の普及
啓発を図ることを目的として、愛鳥モデル推進校
を指定しています。その指定期間は 2年間です。

˝ද2������ѪௗϞσϧਪਐߍ
ʢྩ2Ŋ�ٶ県ࢦఆʣ

Ұ　ཡ　ߍ　ֶ　ఆ　ࢦ
ࣲాொཱॅখֶߍ ੴཱࢢר౧ੜখֶߍ
ཧொཱ٢ాখֶߍ ొถۋཱࢢ৫খֶߍ
ඒཬொཱதᆔখֶߍ ߍதҪখֶཱࢢઋপؾ
ߍๆখֶཱࢢݪ܀
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の 10 年」と定め、「持続可能な開発」の実現が可
能となるよう、社会・環境・経済・文化の各分野
で直面している諸課題に取り組み、その解決に向
けた教育を推進してきました。そして、2015年（平
成 27 年）以降は更にESDを発展させていくため
に、後継プログラムであるグローバル・アクショ
ン・プログラム（GAP）の開始が発表されました。
　ESDを広めていくための地域の拠点として「仙
台広域圏」が認定され、仙台、大崎市、気仙沼、七ヶ
宿及び白石の各地域において、それぞれの特色を
生かした環境教育に取り組んでいます。
○　環境教育リーダー事業� 環境政策課
　県民の多様化・高度化する環境教育ニーズに対
応するため、環境分野での人的資源を活用した環
境教育リーダー制度を平成 20 年度に創設しまし
た。令和 3年度は、県民から 46 回の派遣要請が
あり、延べ 2,135 人（うち 41 回、延べ 1,986 人は、
児童・生徒のための環境教育推進事業）を対象に、
家庭でできる節電の取組をはじめとした講演等を
行いました。
○　こどもエコクラブへの活動支援
� 環境政策課
　子どもたちが主体的に行う環境学習・環境保全
活動の支援策として、「こどもエコクラブ事業」
（平成 7年度から平成 22 年度まで環境省事業、平
成 23 年度から公益財団法人日本環境協会が継承）
が実施されています。令和 3年度末現在、県内の
12 クラブに所属する 2,011 人の子どもたちが会員
登録をしています。
　令和 2年度の全国エコ活コンクール（公益財団
法人日本環境協会主催）では、「南三陸少年少女
自然調査隊」が作成した壁新聞が、特別賞を受賞
しました。

○　クリーンエネルギー利活用実践推進事業　
� 高校教育課
　専門高校に環境教育設備を導入し、資源やエネ
ルギーの有限性と、関連して環境問題について考
察を進め、環境保全とクリーンエネルギーの利活
用に関する実践的な研究を行い、環境やエネル
ギー課題に対応できる人材育成を図っています。

○　国際的な視野に立った環境教育の支援
� 環境政策課
　国連は、2005年（平成17年）からの10年間を「持
続可能な開発のための教育（以下「ESD」という。）

市町村 学校名 学年 児童数�
（人） 市町村 学校名 学年 児童数�

（人） 市町村 学校名 学年 児童数�
（人）

仙台市

仙台市立秋保小学校 4 7 石巻市 石巻市立広渕小学校 4 31

大崎市

大崎市立志田小学校 1〜2 9
仙台市立芦口小学校 3 60

気仙沼
市

気仙沼市立面瀬小学校 6 37 大崎市立鳴子小学校 4〜5 14
仙台市立沖野東小学校 5 70 気仙沼市立唐桑小学校 3 17 大崎市立古川北小学校 1 43
仙台市立鹿野小学校 5 63 気仙沼市立新城小学校 6 45 大崎市立古川第一小学校 3 94
仙台市立国見小学校 4 93 気仙沼市立階上小学校 6 24 大崎市立古川第四小学校 4 108
仙台市立黒松小学校 4 94 気仙沼市立松岩小学校 5〜6 122 富谷市 富谷市立東向陽台小学校 4 110
仙台市立将監中央小学校 5 87 角田市 角田市立角田小学校 4 109

柴田町
柴田町立槻木小学校 5 79

仙台市立台原小学校 2 93

登米市

登米市立佐沼小学校 6 130 柴田町立船迫小学校 3 46
仙台市立太白小学校 4 24 登米市立宝江小学校 4 21 柴田町立船迫小学校 5 53
仙台市立長命ヶ丘小学校 4 52 登米市立西郷小学校 5 13 丸森町 丸森町立小斎小学校 1 4
仙台市立寺岡小学校 4 118 登米市立西郷小学校 4 6 亘理町 亘理町立高屋小学校 6 9
仙台市立東四郎丸小学校 4 38

栗原市

栗原市立瀬峰小学校 5 26 松島町 松島町立松島第一小学校 6 47
仙台市立人来田小学校 6 43 栗原市立高清水小学校 6 21 七ヶ浜

町
七ヶ浜町立汐見小学校 2 45

仙台市立連坊小路小学校 1 92 栗原市立築館小学校 4 100 七ヶ浜町立汐見小学校 5 58
ホライゾン学園仙台小学校 1 42 栗原市立花山小学校 1〜2 3 色麻町 色麻町立色麻小学校 4 59
ホライゾン学園仙台小学校 3 28 栗原市立花山小学校 6 2 加美町 加美町立広原小学校 6 19

石巻市 石巻市立飯野川小学校 1 24 大崎市 大崎市立大貫小学校 3 8 美里町 美里町立北浦小学校 4 24
石巻市立開北小学校 1 46 大崎市立大貫小学校 5 10 計 53校 2,620

˝ද2�����2　͜Ͳڭڥҭग़લ࠲ߨ実ߍࢪ
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証を送付しました。
　親子で楽しみながらルルブルを実践することに
より、子供たちの基本的生活習慣の定着促進を図
るとともに、環境教育を推進し、成果として節電
による二酸化炭素の削減につなげています。

いくことが重要です。
　県では、県民が身近な自然環境を体験し、また、
自ら学習することを通じて、環境への認識を深め
る機会を提供するため、県内各地に環境教育推進
施設を設置・運営しています。

○　水環境教育の推進 環境対策課
　水生生物を指標として河川の水質を総合的に評
価するため、また、環境問題への関心を高めるた
め、環境省と国土交通省では、一般市民等に参加
を呼びかけて全国水生生物調査を実施していま
す。令和 2年度及び令和 3年度は、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により調査は中止となりま
した。
　なお、県では釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画
に基づき、水質保全意識の普及啓発のため、釜房
ダム流域の小学生を対象とした水辺教室を開催し
ています。

○　ルルブル・エコチャレンジ事業
義務教育課

　本県独自の取組であるルルブル（しっかり寝ル・
きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸びル）と
エコ活動の大切さを伝える「ルルブル・エコチャ
レンジ事業」を、平成 28 年度から実施しています。
　本事業では、県内の幼児・児童（小学校低学年）
を対象として、ルルブルとエコ活動を組み合わせ
た内容により、家庭で取り組めるポスター、シー
ルを制作・配布しており、令和 3年度は、夏休み
期間などを利用して取り組んだ 21,959 人に認定

⑶　環境教育の基盤整備　
○　学習機会の提供と施設の整備

環境政策課・自然保護課
　本県の豊かな自然環境を将来にわたって保全す
るとともに、多様化する環境問題に対応していく
ためには、県民一人ひとりが環境との関わりにつ�
いての認識を深め、環境に配慮した生活に努めて

˛ྩ�ϧϧϒϧɾΤίνϟϨϯδϙελʔɺγʔϧɺ
　ೝఆূ
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いて、定期的に県への報告等を行います。�
　一方、県は、「環境配慮基本協定」に基づく事
業者の取組を公開するなどして環境配慮に積極的
に取り組む事業者の認知度を高め、企業イメージ
の向上を支援することなどが盛り込まれていま
す。これにより、事業者と行政が連携して環境配
慮の実効性の確保と取組推進を図るものです。
　この協定を締結する事業者は、原則として事業
所の立地が決まり次第、知事との協議を開始し、
事業活動を開始するまでに協定を締結することに
なります。
　平成 23 年 1 月に、協定第一号として、県及び
大衡村は、セントラル自動車株式会社との間で
「環境配慮基本協定」を締結しました。また、平
成 23 年 5 月には、県及び大和町は、東京エレク
トロン宮城株式会社との間で、環境配慮基本協定
を締結しました。
　令和 3年度も前年度に引き続き、上記二社にお
いて実施された環境配慮への取組や、目標値に対
する達成状況等が「環境配慮報告書」として、県
及び関係町村に報告されました。

⑴　環境配慮基本協定
� 環境対策課
　環境配慮基本協定とは、宮城県に立地する事業
者（工場・事業所の面積が 20ha 以上のもの）の
自主的な環境配慮への取組を促進するために策定
した「事業活動における環境配慮推進ガイドライ
ン」（平成 21 年 12 月）に基づいて、事業者と県、
市町村が締結するものです。
　このガイドラインでは、操業前及び操業後にお
いて、事業者がガイドラインに示す 4つの環境配
慮事項（①地球環境保全への貢献、②資源循環型
社会の形成、③自然環境の保全とやすらぎや潤い
のある身近な環境の保全及び創造、④安全で良好
な生活環境の確保）の中から、事業の内容や地域
の状況に応じた適切な環境配慮事項を選択し、自
ら構築する環境マネジメントシステムの中に計画
として取り込み、計画から改善までの一連のプロ
セスを推進していくこととしています。
　また、事業者は、ISO14001 をはじめとする環
境認証の導入や外部の第三者機関によるチェック
により、自らの環境マネジメントシステムを運用
していくとともに、「環境配慮基本協定」に基づ

第4節　環境の保全・活用に関する協定の締結、開発行為における環境配慮�
1　環境の保全・活用に関する協定の締結�

˝ද2������　ڥྀجຊڠఆのక݁ঢ়گ
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て公害防止協定締結対象事業所の規模を規定する
など、公害防止協定が担う役割の充実を図ってき
ましたが、平成 24 年度に見直し、協定締結事業
者の協議及び報告事項等を整理しました。
※�　公害防止協定等の詳細な内容は環境対策課の
ホームページで御覧いただくことができます。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-t/
index-kyotei.html

○　公害防止協定等の締結
　県は、公害全般について総合的に公害防止対策
を講じる必要がある大規模な事業所の事業者と公
害防止協定を、大気中への二酸化硫黄の排出につ
いて対策を講じる必要がある事業所の事業者と覚
書を締結しています。また、仙台港湾公害防止対
策地域に立地する事業所及び県の企業立地促進の
ための奨励金交付要綱の規定による奨励金対象工
場等のうち、ばい煙発生施設等を設置する公害防
止協定締結事業者以外の事業者とは公害防止確認
書を取り交わしています。

⑵　公害防止に関する協定
� 環境対策課
　公害防止に関する協定（以下「公害防止協定」
という。）とは、地方公共団体や住民団体等と事
業者との間で、事業活動に伴う公害を防止するた
めに、事業者がとるべき措置を相互の合意により
取り交わす約束のことです。公害防止協定は、公
害関係法令を補完するとともに、企業が立地する
地理的・社会的条件に即したきめ細やかな公害防
止対策を実施することができるため、全国的にも
数多く締結されています。
　県は、昭和 46 年の仙台港開港に伴い立地した
新仙台火力発電所に係る公害防止協定を昭和 45
年に東北電力株式会社と締結し、以降、仙台湾地
域の大煙源を持つ事業所や排水による環境負荷の
大きい事業所を中心に公害防止協定を締結してき
ました。
　平成 7年の公害防止条例の改正により、公害防
止協定の締結根拠を規定し、平成 15 年 4 月には、
公害防止協定の締結及び運用に関する指針を定め

˝ද2�����2　ެڠࢭఆのక݁ঢ়گ
（令和 4年 3月 31日現在）

事業者 事業所 締結自治体
締結年月日

当初 最新改定

仙
台
湾
地
域

仙
台
地
域

東北電力株式会社 新仙台火力発電所 宮城県 S45.8.21 R1.10.10
ENEOS株式会社 仙台製油所 仙台市 S46.6.14 H25.3.29
ＪＦＥスチール株式会社 仙台製造所 塩竈市 S47.12.14 H25.3.28
麒麟麦酒株式会社 仙台工場 名取市 S53.1.17 H25.3.28
東洋製罐株式会社 仙台工場 多賀城市 S54.3.27 H14.5.24
東北ゴム株式会社 本社工場 七ヶ浜町 H13.5.16 H25.3.28
仙台パワーステーション株式会社 仙台パワーステーション 利府町 H28.3.2 -
東北電力株式会社 仙台火力発電所 宮城県・七ヶ浜町 S58.3.3 H29.3.29

石
巻
地
域

日本製紙株式会社 石巻工場 宮城県 S47.12.28 H30.2.28
石巻雲雀野発電所 石巻市

東海カーボン株式会社 石巻工場 東松島市 S51.5.29 H25.3.29
株式会社伊藤製鐵所 石巻工場 宮城県・名取市 S51.5.29 H25.3.29

仙
南
地
域

日本製紙株式会社 岩沼工場 角田市・岩沼市 S47.7.25 H25.3.19

その他

ＹＫＫ�ＡＰ株式会社 東北事業所 柴田町・亘理町 S48.6.18 H25.5.22
ラピスセミコンダクタ株式会社 宮城工場 宮城県・大崎市 S63.12.5 H25.3.13
相馬共同火力発電株式会社 新地発電所 宮城県・大衡村 H2.3.27 H25.2.26

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 コカ・コーラボトラーズジャパン
株式会社蔵王工場 宮城県・蔵王町 H7.6.13 H25.3.21

三菱マテリアル株式会社，
細倉金属鉱業株式会社 細倉鉱山 宮城県・栗原市 H14.9.5 R3.3.31

H.I.S.SUPER 電力合同会社 H.I.S. 角田バイオマスパーク 宮城県・角田市 R2.10.21
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し、公害防止協定書の遵守状況を確認しました。
また、大気汚染物質の排出量が多い事業所につい
ては、窒素酸化物濃度や硫黄酸化物濃度等のデー
タをテレメータシステムにより常時監視し、公害
防止協定書の遵守状況について確認しています。
　なお、事故や公害発生時等には公害防止協定書
等の締結事業者から報告を受けることとしてお
り、令和 3年度は報告が必要な事案はありません
でした。
　このほか、公害防止協定書の進行管理に関し、
公害防止協議会を組織し、関係自治体の意見調整
を図っています（表 2-5-4-3）。令和 3 年度は仙
塩地域七自治体公害防止協議会を 1回開催し、関
係自治体や事業者との連絡及び調整を行いまし
た。

工事及び植生回復工事施行に関する契約」を協定
と同時に締結し、開発行為者に防災工事保証金を
預託させるなどして、自然環境の保全に留意した
開発を行うよう指導しています。
　さらに、必要に応じて防災パトロールを行うと
ともに、開発行為の完了時には工事の完了と自然
緑地及び造成緑地の保存状態の確認を行うなど、
開発行為に伴う災害の防止や協定等の履行を確保
するために必要な措置を講じています。

○　公害防止協定書等の進行管理
　公害防止協定書及び覚書（以下「公害防止協定
書等」という。）の締結事業者に対し、対象施設
等の新設、増設及び変更がある場合、計画立案段
階で公害防止協定書に定める排出基準や周辺環境
への影響について協議・報告することを求め、当
該計画に伴い発生する環境負荷に対して適切な対
策がとられているかを確認しています。また、必
要に応じて公害防止協定書等を改定しています。
　令和 3年度は、設備の更新等に係る報告を 10
件受け付けています。
　さらに、公害防止協定書等の締結事業者（公害
防止協定書 18 事業所、覚書 2事業所）からは環
境負荷項目に関する自主検査結果等の報告を定期
的に受けるとともに、事業所への立入調査を実施

⑶　自然環境保全協定� 自然保護課
　開発面積が 20ha 以上の開発行為について、自
然環境保全条例及び「大規模開発行為に関する指
導要綱」（昭和51年宮城県告示第830号）に基づき、
開発行為者と「自然環境保全協定」を締結し、自
然緑地の保全や植生回復等の自然環境の保全上必
要な措置を講じるよう指導しています（表 2-5-
4-4）。
　また、これらの造成工事等が開発途中で廃止又
は中止されることにより、災害の発生を招くこと
のないよう、「開発行為の廃止等に伴う災害防止

˝ද2������　ެٞڠࢭ会ઃஔঢ়گ

˝ද2������　ࣗવڥอશڠఆのక݁実

˞ͦのଞにଠཅޫൃిࢪઃؚ͕·ΕΔɻ

ॅஂ ผ ஂ ΰϧϑ Ϩδϟʔ
ϥϯυ ઃࢪҭڭ ͦのଞ ܭ

ฏ  2�  
Ҏ લ �� � � 2� � � � ��

ฏ  2�   �
ฏ  2�   � �
ฏ  2�   � �
ฏ  2�   � �
ฏ  ��   � � �
ྩ  ݩ   2 2
ྩ  ̎   � �
ྩ  ̏   � �
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ઋԘҬࣣ࣏ࣗମެٞڠࢭ会 ઋߓެࢭରࡦҬにཱ͢Δۀࣄॴͱެ
ڠࢭఆのక݁ٴͼͦのࣥߦに͍ͭͯの৹ٞௐ

ɾࢢɾԘ伽ࢢ県ɾઋٶ
໊取ࢢɾଟլࢢɾࣣϲொɾ
རொ

4��ɽ̔ɽ��

૬അڞಉՐྗൃిࣜג会社৽ൃిॴに
会ٞڠࢭΔެ

૬അڞಉՐྗൃిࣜג会社৽ൃిॴのެڠࢭ
ఆにؔ͢Δҙݟのௐ

ɾࢢপؠɾࢢ県ɾ֯ాٶ
ࣲాொɾؙொɾཧொɾ
ொݩࢁ

) �� ��� �
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େϦαʔνύʔΫۀࣄ 	社
県։ൃެ社ٶ େொ ����IB
) �2� ��� � ํ๏ॻ
) ��� �� �� ४උॻ
) ��� ��� � ධՁॻ

Տೆொଟత;Ε͍͋ަྲྀࢪઃඋۀࣄ Տೆொ Տೆொ 2���IB
) ��� 2� � ํ๏ॻ
) ��� �2� 2� ४උॻ
) ��� �� �� ධՁॻ

ઋদౡಓ࿏̐ंઢԽۀࣄ 	社
県ಓ࿏ެ社ٶ རொদౡொ ����LN
) ��� ��� �� ํ๏ॻ
) ��� �� �� ४උॻ
) 2�� �� � ධՁॻ

	Ծশ
୩ொాೋظ۠ըཧۀࣄ ୩ொా第ೋ۠ըཧ
組߹ઃཱ४උҕһ会 ୩ொ �����IB ) 2�� ��� �� ํ๏ॻ

ۀࣄຽの෩ྗൃిࢢઋপؾ ຽの෩ྗൃిॴࢢઋপؾ᷂ ࢢઋপؾ ����L8
) 2�� �� �� ํ๏ॻ
) 2�� �� 2� ४උॻ
) 2�� �� � ධՁॻ

	Ծশ
ΞϚςϥεനੴιʔϥʔϑΝʔϜݐઃۀࣄ ΞϚςϥεɾιʔϥʔ߹ಉ会社 നੴࢢ �����IB
) 2�� �� � ํ๏ॻ
) ��� 2� �� ४උॻ
3 �� ��� � ධՁॻ

	Ծশ
ੴߓרόΠΦϚεൃిۀࣄ 会社Ϩϊόࣜג ੴࢢר �����L8

) 2�� ��� 2� ํ๏ॻ
) ��� ��� � ํ๏ॻᶄ
) ��� 2� 2� ४උॻ
3 �� �� �� ධՁॻ

̜ʵ̸̗̾ੴרਢۀࣄిൃߐ ߹ಉ会社̜ʵ̸̗̾ੴרਢߐ ੴࢢר ��2���L8
) ��� �2� 2� ํ๏ॻ
3 �� �� 2� ४උॻ
3 �� �� 22 ධՁॻ

Φχίϕൃిॴݐઃۀࣄ
ʢ3����2�　ݟۀࣄ͠にΑΓྫର֎ۀࣄͱなΔɻʣ 1VSQMF4PM߹ಉ会社 େ࡚ࢢ ������IB ) ��� �� �� ํ๏ॻ
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˝ද2������　ڥӨڹධՁྫにڥͮ͘جӨڹධՁ実ࢪঢ়گ

意見を聞いた他、準備書について、県環境影響評
価技術審査会の意見を踏まえ、事業者宛て知事意
見を提出しました。令和 3年度までに同条例に基
づき実施した手続きは合計 9件です。
　一方、国においては、昭和 59 年に「環境影響
評価の実施について」が閣議決定され、環境影響
評価実施要綱を制定しており、さらに、平成 9年
6月には環境影響評価法を制定しています。
　令和 3年度は環境影響評価法に基づく計画段階
環境配慮書（太陽電池発電所 1件）、環境影響評
価方法書（風力発電所 9件）及び環境影響評価準
備書（風力発電所 1件）について、県環境影響評
価技術審査会の意見を踏まえ、主務大臣または事
業者宛て知事意見を提出しました。同法に基づき
手続を実施した事業は合計 32 件（途中で手続を
中止したものを含む。）、東日本大震災復興特別区
域法に基づく特定環境影響評価手続を実施した事
業は合計 2件です。

⑴　�環境影響評価制度と自主的な環境配慮
の取組� 環境対策課

○　法令による環境影響評価の実施状況
　環境影響評価は、事業者自らが大規模な開発事
業の実施前に環境にどのような影響を与えるかに
ついて、環境保全の見地から広く意見を聴きなが
ら、調査・予測・評価を行い、環境に配慮してい
く制度であり、環境保全に関する重要かつ有効な
手段となっています。
　県は、昭和 51 年度に「公害の防止及び自然環
境の保全に関する環境影響評価指導要綱」、平成
5年度に「宮城県環境影響評価要綱」、さらに平
成 10 年 3 月に「環境影響評価条例」（平成 10 年
宮城県条例第 9号）を制定して制度の充実を図り、
大規模な開発を行う事業者に対して環境影響評価
の実施を指導しています。
　令和 3年度は、同条例に基づきG-Bio 石巻須江
発電事業について、公聴会を開催し，広く県民の

2　開発行為等における環境配慮�
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˝ද2������　ڥӨڹධՁ๏にڥͮ͘جӨڹධՁ実ࢪঢ়گ

の໊শۀࣄ ऀۀࣄ ॴ ن 実ࢪঢ়گ

ઋࢢ౦ઢమಓݐઃۀࣄ ઋࢢ
ʢܭࢢըܾఆऀݖʣ

) �2� ����2� ํ๏ॻ
ઋࢢ �����LN ) ��� �� 2� ४උॻ

) ��� ����� ධՁॻ

ઋԘҬܭࢢըʢԾশʣ໊ 取ࢢԼ૿ాྟۭ۠ըཧ
ͼʢԾশʣ໊ٴۀࣄ 取ؔࢢԼ۠ըཧۀࣄ

県ٶ
ʢܭࢢըܾఆऀݖʣ

) ��� 2� �2 ํ๏ॻ
໊取ࢢ ����IB ) ��� ���2� ४උॻ

) ��� �� ���ධՁॻ

Ұൠࠃಓ���߸Ѩ۾౦ಓ࿏ݐઃۀࣄ�
ʢ)���2نۀࣄ�ॖখにΑΓ๏ର֎ۀࣄͱなΔʣ ہަ௨ল౦ํඋࠃ

ؙொ ) ��� �� 2� ํ๏ॻ
૬അࢢ �����LN ) ��� �� �2 ४උॻ
ʢౡ県ʣ

ઋՐྗൃిॴϦϓϨʔεܭը ౦ిྗࣜג会社
) ��� �� �� ํ๏ॻ

ࣣϲொ ����ສ�L8 ) ��� �� 2� ४උॻ
) ��� �� 22 ධՁॻ

৽ઋՐྗൃిॴϦϓϨʔεܭը ౦ిྗࣜג会社 ઋࢢ ��ສ�L8ڃ ) ��� 2� 2� ํ๏ॻ
ˠ࠶ख続

৽ઋՐྗൃిॴϦϓϨʔεܭը ౦ిྗࣜג会社
) 2�� ��� 2��ํ๏ॻ

ઋࢢ ��ສL8ڃ ) 22� �� 2��४උॻ
) 2�� ��� 2� ධՁॻ

ʢԾশʣੴר෩ྗൃిۀࣄ 会社ϢʔϥεΤφδʔࣜג
ϗʔϧσΟϯάε

) 2�� �� 2� ํ๏ॻ
ੴࢢר 2����L8 ) 2�� �� �� ४උॻ

) 2�� �� � ධՁॻ

َटൃిॴઃඋߋ৽ܭը 会社ࣜג։ൃݯి େ࡚ࢢ ���ສL8

) 2�� �� � ྀॻ
) 2�� 2� � ํ๏ॻ
) ��� 2� 2� ४උॻ
) ��� ��� �� ධՁॻ

ʢԾশʣٶՃඒ෩ྗൃిۀࣄ ߹ಉ会社+3&ٶՃඒ Ճඒொ �2���L8

) 2�� �2� 2� ྀॻ
) 2�� �� � ํ๏ॻ
3 �� �� �� ४උॻ
3 2� ��� �� ධՁॻ

໐ਫܥ໐૯߹։ൃۀࣄ �ަ௨লࠃ
౦ํඋہ

) 2�� �2� � ํ๏ॻ
Ճඒொ ���IB ) ��� �� 22 ४උॻ

3 2� �� � ධՁॻ

ʢԾশʣࣣ ϲ॓෩ྗൃిۀࣄ ཱαεςφϒϧΤφδʔ
会社ࣜג

നੴࢢ
ࣣϲ॓ொ 2����L8

) ��� �� � ྀॻ
) ��� �2� � ํ๏ॻ
3 2� �� 2� ४උॻ
3 �� �� � ධՁॻ

ʢԾশʣനੴӽՏ෩ྗൃిۀࣄ ߹ಉ会社നੴӽՏ෩ྗ നੴࢢ �����L8
) ��� �� 2� ྀॻ
) ��� ��� � ํ๏ॻ
3 �� �� 2� ४උॻ

ʢԾশʣനੴുࢁ෩ྗൃిۀࣄ 会社ςΫϊγεςϜࣜג നੴࢢ �����L8 ) ��� �� � ྀॻ

ʢԾশʣେ෩ྗൃిۀࣄ 会社ϢʔϥεΤφδʔࣜג
ϗʔϧσΟϯάε େொ �����L8 3 �� �� � ྀॻ

3 �� ��� �� ํ๏ॻ

ʢԾশʣٶܗࢁ部෩ྗൃిۀࣄ 会社άϦʔϯύϫʔΠϯࣜג
ϕετϝϯτ

େ࡚ࢢ 3 �� �� � ྀॻ
Ճඒொ ������L8 3 2� �� 2� ํ๏ॻ
ʢܗࢁ県ʣ

ʢԾশʣٶܗࢁ部ᶘ෩ྗൃిۀࣄ 会社άϦʔϯύϫʔΠϯࣜג
ϕετϝϯτ

େ࡚ࢢ 2����L8 3 �� �� � ྀॻ
Ճඒொ 3 2� �2� �� ํ๏ॻ

ʢԾশʣେ࡚ௗࢁ෩ྗൃిۀࣄ δϟύϯɾϦχϡʔΞϒϧɾΤ
φδʔࣜג会社

େ࡚ࢢ�
Ճඒொ �����L8 3 �� �� � ྀॻ

ʢԾশʣؙ ෩ྗൃిۀࣄ δϟύϯɾϦχϡʔΞϒϧɾΤ
φδʔࣜג会社 ؙொ �����L8 3 �� �� �2 ྀॻ

3 2� 2� �� ํ๏ॻ
ʢԾশʣٶݩࢁ෩ྗൃిۀࣄ�
ʢ32����22ۀࣄ�ഇࢭಧग़ʣ ౦ٸෆಈࣜג࢈会社 ொݩࢁ �����L8 3 2� �� � ྀॻ

ʢԾশʣҴࢠಕΟϯυϑΝʔϜ ')会社ࣜג ࣣϲ॓ொ �����L8 3 2� �� 2� ྀॻ
3 2� �2� � ํ๏ॻ

ʢԾশʣౡ෩ྗൃిۀࣄ ཱαεςφϒϧΤφδʔג
ࣜ会社

ౡࢢ
�����L8

3 2� �� 2� ྀॻ
ொં܂ 3 2� ��� 2� ํ๏ॻ
ʢౡ県ʣ

ʢԾশʣ֯෩ྗൃిۀࣄ ෩ྗൃిࣜג会社 ࢢݪ܀ �����L8 3 2� �� 2 ྀॻ
େ࡚ࢢ 3� 2� �2���� ํ๏ॻ

ʢԾশʣؙ චำ෩ྗൃిۀࣄ ཱαεςφϒϧΤφδʔג
ࣜ会社

ؙொ
�����L8

3 2� �� 2� ྀॻ
ҏୡࢢ 3 2� �2� 2� ํ๏ॻ
ʢౡ県ʣ

ʢԾশʣঁ ੴר෩ྗൃిۀࣄ ΦϦοΫεࣜג会社 ঁொ �����L8 3 2� �� 2� ྀॻ
ੴࢢר 3 �� �� 2� ํ๏ॻ

ʢԾশʣژϲ෩ྗൃిۀࣄ ཱαεςφϒϧΤφδʔג
ࣜ会社

ঁொ �����L8 3 2� �� �� ྀॻ
ੴࢢר 3 2� �2� 2� ํ๏ॻ

ʢԾশʣΟϯυϑΝʔϜീࢁ 会社άϦʔϯύϫʔΠϯࣜג
ϕετϝϯτ

৭ຑொ �����L8 3 2� �� � ྀॻ
Ճඒொ 3 �� �� �� ํ๏ॻ

ʢԾশʣٶ部෩ྗൃిۀࣄ ຊ෩ྗΤωϧΪʔࣜג会社 Ճඒொ ������L8 3 2� �� �2 ྀॻ
3 �� �� 2� ํ๏ॻ

ʢԾশʣ̘ ۀࣄՃඒொଠཅޫൃిٶ̨ ςΟʔμɾύϫʔ���߹ಉ会社 Ճඒொ �����L8 3 �� �� �� ྀॻ
3 �� ��� 2� ํ๏ॻ
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։ൃྃ ։ൃத ܭ߹
Օॴ ໘ੵ Օॴ ໘ੵ Օॴ ໘ੵ

ॅ  ஂ  �� 2��� 2 ��� �� ����
ผ   � 2� � 2�
 ۀ ஂ  � 2�� � 2��
ΰ ϧ ϑ  2� 2��� � 2�� 2� 2��2
Ϩδϟʔϥϯυ � ��� 2 2�� � ���
ڭ ҭ ࢪ ઃ 2 �� � �� � ��
ͦ の ଞ 2� �2�� �� ��� �� 2���
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⑶　林地開発許可� 自然保護課
　東日本大震災後は、復旧・復興工事による土砂
採取を目的とする林地開発許可件数が増加してい
ましたが、近年は再生可能エネルギー固定価格買
取制度による太陽光発電施設の設置案件が増えて
おり、更には買取価格の低下から大規模化の傾向
が見られています。

○　�事業活動における環境配慮推進ガイドライン
の策定

　平成 21 年 12 月に、県内に立地する面積が
20ha 以上の工場・事業所を対象に、事業者の自
主的な環境配慮の推進を目的とした「事業活動に
おける環境配慮推進ガイドライン」を策定しまし
た。
　このガイドラインでは、事業者自らが事業内容
や地域の状況に応じた環境マネジメントシステム
を構築し、第三者機関によるチェックや事業者と
県、市町村との間で締結される環境配慮基本協定
などにより実効性の確保を図ることとしていま
す。
　※��「事業活動における環境配慮推進ガイドライ

ン」の概要については、第 5章第 4節の「環
境配慮基本協定」の記述も御参照ください。）

⑵　大規模開発行為への指導
� 自然保護課
　県土の無秩序な開発を防止し、自然と調和した
地域社会の発展に資することを目的として、昭
和 51 年に大規模開発行為に関する指導要綱（昭
和 51 年宮城県告示第 830 号）を制定し、面積が
20ha 以上の一定の開発行為に関し、必要な基準
等を定めるとともに、事業者に対し、その遵守を
指導しています。
　なお、大規模開発行為の大部分を占めていたゴ
ルフ場及び住宅団地開発は、社会経済情勢等の変
化により、昭和 62 年から平成 3年にかけての景
気拡大期（いわゆるバブル経済期）に比べると、
近年の件数は減少し、代わって太陽光発電施設の
設置が増加しています。
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　規制的手法は、公害を防止するための排出等の
規制・抑制や自然環境の適正な保全のための行為
の制限など、環境を劣化させる活動を直接制限・
禁止するもので、環境保全の効果がより確実であ
るため、これまで基本的な手段として広範に用いら
れています。
　公害関係法令による特定施設以外の施設等を規
制する公害防止条例は、昭和 46 年 4月の施行以
降 16回の改正を重ねています。また、廃棄物の不

⑴　公害苦情の受付状況� 環境対策課
　令和３年度に県及び市町村の公害苦情相談窓口
が受付した公害苦情件数は 652 件であり、前年度
よりも162 件増え、令和元年度を境に増加傾向と
なっています。
　公害苦情のうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚
染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる典
型 7公害の苦情件数は 587 件で、全体の 90.0%を
占めています。
　典型 7公害の種類別で見ると、騒音が 272 件
（41.7%）で最も多く、以下、悪臭が 194 件（29.8%）、
水質汚濁が 63件（9.7％）、大気汚染が 43件（6.6%）
となっています。

適正処理事案が多発したことから、廃棄物関係法
令に加えて産業廃棄物の適正処理を確保するため、
産廃処理適正化条例を平成18年 4月に施行してい
ます。
　平成18年度以降、新たな規制的措置の施行はあ
りませんが、県は、常に法令の適正な運用に努め
るほか、科学的知見を踏まえた上で条例の見直し
を行うとともに、新たな規制の必要性についても継
続的に検討しています。

⑵　市町村別苦情件数� 	 環境対策課
　令和３年度に県及び市町村が受付した公害苦情
件数は 652 件で、そのうち市部が 555 件、町村部
が 55 件となっています。

⑶　公害紛争処理� 環境対策課
　宮城県公害審査会は、「公害紛争処理法」（昭和
45 年法律第 108 号）第 13 条及び「公害紛争処理
条例」（昭和 46 年宮城県条例第 14 号）第 2条の
規定に基づいて昭和 46 年に設置され、各種の公
害紛争の処理を行っています。審査会は学識経験
者等の委員 12 人で構成され、調停申請等に基づ
き委員の中から調停委員等を指名し、紛争の解決
を図っています。
　令和 3年度には 1件の調停を受理し、1件の調
停が打切りとなり、令和 3年度末現在では、係属
中の事件が 1件となっています。
　なお、宮城県公害審査会が設置された昭和 46
年以来、終結した事件は調停 23 件で、その結果
として、「調停成立」8件、「調停打切り」8件、「調
停取下げ」5件、「調停しない」2件となっています。�

1　規制的措置�

2　公害紛争等の適切な処理

第5節　規制的措置、公害紛争等の適切な処理及び環境犯罪対策�
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　県民の生活環境の保全を目的として、環境行政
機関との連携を図りながら、生活環境に障害を与
える環境犯罪の指導取締りを推進しています。
　令和３年中に検挙した環境犯罪は、廃棄物処理
法違反で 128 件 135 人（前年比−20 件、−14人）
となっています。
　廃棄物処理法違反の特徴としては、半数以上が
不法焼却事犯であり、業者による産業廃棄物の不
法投棄事犯では、解体業に限らず様々な業者が違
反に関わり検挙されるケースが多くありました。

3　環境犯罪への対応
警察本部生活環境課
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